


『ながら運転』とは 3● 3

0携帯電話やスマホなどを手に持って通話しながら
○ 携帯電話やスマホなどを手に持って画像を注視しながら
○ カーナビやカーテレビなどの画面を注視しながら

運転する行為です。
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手に持って

通話

※ 通話に使用する装置

は、手に持たなければ

送信や受信ができない

無線通話装置のことで、

携帯電話だけでなくトラ

ンシーバーなども含み

ます。

※ 注視する装置は、携帯

電話やスマホだけでなく、

タブレット端末

携帯ゲーム機

音楽プレーヤー

なども含みます。

手に持たずに

画面を注視

※ 車載のカーナビやカー

テレビだけでなく、車内

にスマホなどを置いて画

面を注視することも含ま

れます。

ただし、罰則の適用は、

交通事故を起こした場合

などに限られます。

の行為は

死亡事故率の比較 (平成30年中)

※ 全国で発生した人身交通事故のうち、運転者が携帯電話
を使用 していた事故と使用していなかった事故の死亡事故
となった割合を比較

(使用の有無について調査不能であった事故は除外 )
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範奮事旗
につながる

麓朧な響鶴です!

使用なし 携帯電話使用等

締轍 II嘉肉響毯 i機ら通糧』健よう璽宏魔奏鍾暮議が逸職てい濃ず[

神奈川県内の死亡事故事例

口自動車 (スマートフォンでテレビを視聴)が横たわっていた人を礫過
"自 動車 (携帯電話でメール操作)が車の脇に立っていた歩行者に衝突
口自動車 (音楽を聴くためにスマートフォンを操作)が自動車に追突
こオートバイ(スマートフォンで通話)が中央分離帯に衝突


